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町からのお知らせ

  
平
成
30
年
10
月
1
日
（
月
）
か
ら    

　
　

た
ば
こ
税
の
税
率
が
改
正
さ
れ
ま
す

▽
紙
巻
た
ば
こ
（
旧
三
級
品
以 

　

外
）
に
係
る
税
率
の
改
正

た
ば
こ
税
関
係
法
令
の
改
正

（
平
成
30
年
度
税
制
改
正
）

に
よ
り
、
平
成
30
年
10
月
１

日
か
ら
紙
巻
た
ば
こ
（
旧
三

級
品
以
外
）
に
係
る
町
た
ば

こ
税
の
税
率
が
段
階
的
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

▽
加
熱
式
た
ば
こ
の
課
税
方
式 

　

の
見
直
し
に
つ
い
て

加
熱
式
た
ば
こ
に
つ
い
て
、

喫
煙
用
の
製
造
た
ば
こ
の
区

分
と
し
て
、
新
た
に
「
加
熱

式
た
ば
こ
」
の
区
分
が
創
設

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
紙
巻
た

ば
こ
の
本
数
へ
の
換
算
方
法

に
つ
い
て
、「
重
量
」
と
「
価

格
」
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数

に
換
算
す
る
方
式
と
な
り
ま

す
。
課
税
方
式
の
見
直
し
に

つ
い
て
は
、
平
成
30
年
10
月

１
日
か
ら
実
施
さ
れ
、
５
年

間
か
け
て
段
階
的
に
移
行
さ

れ
ま
す
。

※
詳
細
は
、
基
山
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

※
問
合
せ
先

税
務
課　

住
民
税
係

☎
９
２

－

７
９
１
８

  

第
40
回 

基
山
町
文
化
祭　

展
示
作
品
・
舞
台
発
表
団
体
を
募
集
し
ま
す

　

町
で
は
、
11
月
１
日
（
木
）
～
３
日

（
土
）に
第
40
回
基
山
町
文
化
祭
を
開
催

し
ま
す
。
一
般
の
方
（
基
山
町
在
住
で

基
山
町
文
化
協
会
未
登
録
の
方
）
か
ら

の
展
示
作
品
及
び
舞
台
発
表
を
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

▽
展
示
作
品
に
つ
い
て

・
展
示
期
間

　

11
月
１
日
（
木
）
～
３
日
（
土
）

・
場
所　

基
山
町
民
会
館　

小
ホ
ー
ル

※
場
所
が
変
更
に
な
る
場
合
あ
り

・
出
品
料

　

１
点
あ
た
り
５
０
０
円
（
高
校
生
は 

　

３
０
０
円
、
中
学
生
以
下
は
無
料
）

※
１
人
２
点
ま
で

・
応
募
締
切
日　

10
月
５
日
（
金
）

▽
舞
台
発
表
に
つ
い
て

・
発
表
日　

11
月
３
日
（
土
）

・
場
所　

基
山
町
民
会
館　

大
ホ
ー
ル

・
出
演
料　

１
団
体
あ
た
り
５
千
円

※
１
ス
テ
ー
ジ
あ
た
り
13
分

※
先
着
５
団
体
ま
で

▽
申
込
み
方
法

申
込
書
を
ご
記
入
の
上
、
郵
送
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方
法

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
、
ま
ち
づ
く
り
課
内
文
化

協
会
事
務
局
（
役
場
２
階
）
で
配
布

す
る
ほ
か
、
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

・
申
込
み
締
切
日　

９
月
25
日
（
火
）

※
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

文
化
協
会
事
務
局（
ま
ち
づ
く
り
課
内
）

　

〒
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４
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－

０
２
０
４

　

基
山
町
大
字
宮
浦
６
６
６
番
地

　

☎
９
２

－

７
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３
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bunka-3@
tow

n.kiyam
a.lg.jp

税率改正の時期 町たばこ税の税率（増加額）

平成 30 年９月 30 日まで 5,262 円

平成 30 年 10 月１日から 5,692 円（＋ 430 円）

平成 32 年 10 月１日から 6,122 円（＋ 430 円）

平成 33 年 10 月１日から 6,552 円（＋ 430 円）

（1000 本あたり）▽紙巻たばこ（旧三級品以外）に係る町たばこ税の税率

  
基
山
町
子
ど
も
議
会
を
開
催
し
ま
す

　

町
で
は
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち

が
１
日
、
議
員
役
や
町
長
・
町
執
行
部

役
と
な
り
、
町
議
会
の
模
擬
体
験
を
通

じ
て
、
自
分
の
夢
や
希
望
を
提
言
す
る

こ
と
に
よ
り
、
行
政
や
議
会
の
仕
組
み

を
学
び
、
町
政
・
議
会
活
動
へ
の
関
心

を
高
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

そ
こ
で
、
基
山
中
学
校
３
年
生
の
皆

さ
ん
か
ら
の
意
見
や
提
案
等
を
、
町
の

仕
事
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
「
平
成
30

年
度
基
山
町
子
ど
も
議
会
」
を
開
催
し

ま
す
。
ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い

▽
日
時　

　

10
月
６
日（
土
）　
午
前
９
時
30
分
～　

 
　
（
２
時
間
30
分
程
度
を
予
定
）

▽
場
所　

役
場
４
階　

議
場

▽
内
容

基
山
中
学
校
の
生
徒
の
皆
さ
ん
が
日

ご
ろ
か
ら
感
じ
て
い
る
こ
と
や
思
っ

て
い
る
こ
と
、
こ
ん
な
町
に
し
て
ほ

し
い
と
い
っ
た
意
見
や
提
案
な
ど
を

議
案
と
し
て
提
出
し
審
議
を
し
て
も

ら
い
、
採
決
ま
で
行
い
ま
す
。

※
問
合
せ
先　

　

議
会
事
務
局　

　

☎
９
２

－

６
５
４
３

。

。


